
■ 申請の流れ 

 １ 補助の対象となる商品を購入します  

▶ 家電量販店やホームセンターで購入する場合は，交付申請書（様式第１号）の「購入証明書」欄を

記載してもらってください。（用紙は市役所１２階ごみ減量課，各地区市民センター・出張所，市

ホームページで入手できるほか，販売店に備え付けてある場合もあります。） 

▶ ネットショップで購入する場合は，領収書に上記「購入証明書」と同一の項目が記載されている

ことを確認してください。（商品に同梱される場合と購入サイトから出力する場合があります。） 

 ２ 市に必要書類を提出します  

▶ 交付申請に必要な書類は，次のとおりです。 

 ① 交付申請書（様式第１号） 

 ② 交付請求書（様式第２号） 

 ③ 領収書の原本（①の「購入証明書」欄に記載がある場合は写しでも可） 

 ④ ポイント使用の有無が確認できる書類（支払いを電子マネーで行った場合のみ） 

    ▶ インターネット等で確認できる決裁内容を印刷したもの  など 

 ⑤ 再生可能エネルギーの利用を証する書類（再生可能エネルギーを利用して電動式生ごみ処理

機を使用する場合のみ） 

    ▶ 「宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金交付決定兼交付額の確定通知書」の写し 

    ▶ 「電力受給申込書（再生可能エネルギー発電設備用）」の写し 

    ▶ インターネット等で確認できる契約内容（当該世帯の住所が記載されているもの）を印刷し

たもの  など（のいずれか１点） 

▶ 商品を購入した日から１年以内に必要書類を提出してください。 

  持参の場合  市役所１２階ごみ減量課，各地区市民センター・出張所 

  郵送の場合  〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１丁目１番５号 宇都宮市役所ごみ減量課 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

宇都宮市 ごみ減量課 

（ ０２８－６３２－２４１４ ） 

   
＊３ 市からのお支払いに要する期間は，申請後，２か月前後になります。 

＊４ 転売目的などの不正な理由で補助金の交付を受けたときは，補助金を返還していただくことがあります。 

－ 宇都宮市からのお知らせ － 

家庭用生ごみ処理機設置費補助制度 のご案内 
   
   

 宇都宮市では脱炭素社会の実現に向け，家庭から出る生ごみの減量化や堆肥化を推進する

ため，「家庭用生ごみ処理機」の購入・設置にかかる費用の一部を助成しています。 
   
   

 

 生ごみは，その８０％を占める水分を乾燥

させることによって大幅な減量が見込める

ほか，堆肥に変えることにより，ごみとして

出さなくて済むようになります。 

 生ごみ処理機をご活用いただき，焼却ごみ

の減量やごみ焼却にかかる温室効果ガスの

削減にご協力をお願いいたします。 

   
   

■ 制度の概要 

対 象 者 

▶ 生ごみ処理機等の購入日と補助金の交付申請日の両方において，

宇都宮市に住所を有し，居住している方 

▶ 補助金の交付申請日において，市税を滞納していない方 

▶ 前回の交付申請日から５年を経過している方 

補 助 額 

  

電動式生ごみ処理機 

（ １世帯１台まで ） 
  

＊ 令和７年度中に購入したもの 

▶ 補助率 ： 購入価格の１／２ 

▶ 上限額 ： 40,000 円 

 再生可能エネルギー利用世帯  （＊１） 

 ▶ 補助率 ： 購入価格の１／２ 

 ▶ 上限額 ： ５０，０００円 

 上記以外の世帯  

 ▶ 補助率 ： 購入価格の１／３ 

 ▶ 上限額 ： ４０，０００円 

非電動式生ごみ処理機 

（ １世帯３基まで ） 

▶ 補助率 ： 購入価格の１／２ 

▶ 上限額 ： ６，０００円（１基あたり） 

・ 電動式生ごみ処理機と非電動式生ごみ処理機は併用できません。 

・ 購入価格に送料や工賃，使用したポイントは含みません。 

・ １００円未満の端数は切り捨てとなります。 
   
   
 
 
 
 
＊１ 再生可能エネルギー利用世帯とは，太陽光発電システム等を設置しているか再生可能エネルギーを電源とした電気料金

プランを選択している世帯を指します。 

＊２ ディスポーザーについては，生ごみを乾燥させて取り出せるものに限り補助対象となります。（設置にあたっては市上下

水道局に事前申請を行う必要がありますので，詳しくは工事受付センター（６３３－３１６４）にお問い合わせください。 
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■ 交付申請書等の記載例 ■ 「再生可能エネルギーの利用を証する書類」の例 

［ 交付申請書（様式第１号） ］ 

 

 注意事項 

❶ 「申請者」は，購入者（領収書の宛名）と同一でなければなりません。 

❷ 「補助金額」は，審査後に確定しますので記入しないでください。 

❸ 「設置場所」は，自宅で使用する場合は「住所地」に，住所地外で使用す

る場合（コンポストを敷地外の畑に設置した場合など）は「その他」に〇を 

付けてください。 

❹ 「購入証明書」は，購入した販売店に記入してもらってください。（生ごみ

堆肥化基材の場合も同じ〈購入基（台）数・型式は空欄〉。ネットショップで

購入した場合は記載を省略し，その代わりに同一の項目が記載された 

領収書の原本を提出してください。） 

［ 交付請求書（様式第２号） ］ 

 

 注意事項 

❶ 日付は，交付決定後の日付を事務局で記入しますので，記入しないで  

ください。 

❷ 「交付決定通知額」は，交付決定後に確定しますので記入しないでくだ 

さい。 

❸ 「振込口座」は，申請者名義の口座を記入してください。（誤りのない  

よう，通帳を見ながら記入してください。） 

 

脱炭素を見据えたごみの減量を推進するため，令和８年４月以降

に購入した「電動式生ごみ処理機」については，太陽光発電システム

などの再生可能エネルギーを利用する世帯の上限額を５万円に引き

上げました。該当する世帯におかれましては，次の例を参考に「再生

可能エネルギーの利用を証する書類」を添付してください。（書類に

記載の住所は，申請者の住所と一致している必要があります。） 

 

 ● 「購入実績のお知らせサービス」の画面を印刷したもの 

（東京電力の場合） 

  

 ● 「宇都宮市家庭向け 

脱炭素化促進補助金 

交付決定兼交付額の 

確定通知書」の写し 

 

 


